
〈問い合わせ〉企画観光課 DX推進班　℡0967（67）1112

　国税当局では、令和5年6月に公表した「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション－税務行政の将来像
2023－」において、「納税者の利便性の向上」や「課税・徴収事務の効率化・高度化」、「事業者のデジタル化促進」を
取り組みの柱とし、税務行政のDXに取り組んでいくこととしています。
　特に、事業者のデジタル化を促進することを通じて、「デジタル社会の実現」に向け、税務を起点とした社会全体
のDXを推進していきます。
　納税者の皆さんが、日常使い慣れたデジタルツール（スマートフォン、タブレット、パソコンなど）から簡単・便
利に手続きを行うことができる環境構築を目指すなど、これまで以上に“納税者目線”を大切に、各種施策を講じる
ことで、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指しています。
　e-Taxのご利用やキャッシュレスによる納付手続、オンラインによる税務相談など、税務
署に出向くことなく手続きができるツールのご活用をお願いいたします。
　詳しくは、国税庁ホームページのトップページにある「税務行政のDX」をご覧ください。
パソコンおよびスマホサイトは、こちらの二次元コードからもご利用になれます。

〈問い合わせ〉阿蘇税務署　℡0967（22）0551　※自動音声案内

社会全体のデジタル化の推進について

　村食生活改善推進協議会では、健康づくりのために啓発活動を行っています。今年度も男
性向けの料理教室を、以下の日程において開催しますので、料理に興味のある人や料理初心
者の人などたくさんの参加をお待ちしています。1回のみの参加でもOKです！
　詳しくは健康推進課保健係へお尋ねください。

■日　　時：12月9日（月） 午前9時半～午後1時
■対 象 者：村内在住の男性
■場　　所：保健センター
■講　　師：食生活改善推進員

■持 参 物：エプロン・三角巾・マスク
■参 加 費：無料
■申し込み：参加希望の人は、12月6日（金）までに、
　　　　　　下記連絡先へお申し込みください。

〈問い合わせ・申し込み〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

男性料理教室 参加者募集！

〈問い合わせ〉阿蘇税務署　℡0967（22）0551　※自動音声案内

〈問い合わせ〉税務課　℡0967（67）2703

　給料、報酬、不動産の使用料などを支払った場合には、源泉徴収票や支払調書などの法
定調書（一部を除く）を一年間の支払分を取りまとめて税務署に提出する必要があります。
　令和6年中の支払いに係る法定調書の提出は、令和7年1月31日（金）までとなってい
ますので、正確に記載し、期限までに提出してください。
　なお、マイナンバー制度の導入により、法定調書の提出義務者（支払者）は、原則とし
て金銭などの支払いを受ける人および支払者などのマイナンバーまたは法人番号を記載す
る必要があります。法定調書の提出について、不明な点がありましたら、国税庁ホームペー
ジをご覧ください。

阿蘇税務署からのお知らせ

税務課 か ら の お 知 らせ 税

令和6年分の法定調書の提出は、令和7年1月31日（金）まで

　固定資産税は、毎年「賦課期日」である1月1日に、
土地、家屋、償却資産(これらを総称して以下「固
定資産」という)を所有している人が、その固定資
産の価格を基に算定された税額を、その固定資産
の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税について
■固定資産税とは

　固定資産税を納める人は、原則として毎年1月
1日時点の固定資産の所有者です。
※未登記の土地・家屋は、土地・家屋課税台帳に所有者と
して登録されている人または法人

■納税義務者とは

　固定資産の登記名義人などが賦課期日（1月1日)前
に死亡または消滅（法人）している場合、賦課期日に
おいて現に所有している人が納税義務者になります。
　現に所有している人とは、一般的に死亡した人の
相続人となります。しかし、死亡した人(消滅した
法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡して
いる場合は、生前に所有権を取得した人となります。

■固定資産の所有者が死亡している場合

　相続人などであることを知った時点で、「相続人
代表者指定（変更）届出書」を提出する必要があり
ます。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決
めたうえで同届出書を提出してください。翌年度
以降は代表者へ納税通知書を送付します。
　なお、同届出書は所有権を確定するものではあ
りません。所有権を主張するには法務局において
所有権移転の手続きが必要です。

■相続人代表者指定（変更）届出書

•家屋の新増築や取り壊しをしたとき
•家屋の使用について、住宅を店舗に、事務所を
住宅にするなど用途を変更したとき
•未登記家屋の所有者を変更（売買・相続など）し
たとき
•償却資産を所有または抹消した
とき
•固定資産税（土地・家屋）納税義
務者で、村外に住んでいる人が
住所変更したとき

■次のような場合は税務課へ届け出が必要です

　年末調整に関する疑問は、国税庁ホームページ税務相談チャットボットの「税務職員ふ
たば」にご相談ください。問い合わせ内容をメニューから選択するか、文字を入力するこ
とにより、人工知能（AI）を活用して自動で答えます。土日・夜間でもご利用いただけます。
詳しくは、国税庁ホームページ「チャットボット（ふたば）に質問する」へ！
　また、令和6年分の年末調整の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

年末調整でお困りのときは“ 税務職員ふたば ”にご相談ください
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コンビニで証明書が取得できます
ぜひ、ご利用ください
　令和5年12月からコンビニエンスストアで取得できるようになっています。ぜひ、ご利用ください。
※証明書の取得にはマイナンバーカードと発行手数料が必要です。

•住民票の写し　•住民票記載事項証明書
•印鑑証明書　　•課税証明書　　•所得証明書

□コンビニ交付で取得できる証明書

　コンビニ交付サービスの満足度を計測するアンケートです。回答に要する時間は1分程度です。
コンビニ交付サービスを利用されたら、ぜひご協力ください。

□利用された際はアンケートにご協力ください

アンケート回答フォーム
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